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備 考

,1この修習記録は，修習指導のため，全て実在の記録に基づいて作成したもので

あるから,取扱いについては慎重を期すること｡

2 この修習記録は，起案に必要のない書類を省略した。

この修習配録は，回収する。回収時期は，追って通知する。

この修習配録を複写することは一切禁じる。

この修習記録の綴じ込み部分をはずしたり，ぺ一蝉を切り取ったりしてはなら
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